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歴史的建造物の保存と活用に関する調査とその後の展開 

－ 歴史的建造物を活かした高田市街地活性化の取組経過 － 
 

上越市企画・地域振興部自治・地域振興課  主任 石黒 厚雄 
（前 歴史・景観まちづくり推進室） 

はじめに 

当市の高田市街地は、1614 年に徳川家康の六男

松平忠輝公の城下町として開かれて以来、上越地

域における政治・経済・文化の中心地として発展

してきたが、現代では、いわゆる中心市街地の空

洞化問題に直面している。 

しかしながら、近年、高田市街地では、日本一

の総延長を誇る雁木通りや、魅力的な内部空間を

有する歴史的建造物の町家を活かした様々なまち

づくり活動が活発化してきており、これからの高

田市街地活性化を語っていく上では欠かせない存

在となってきている（図表 1）。 

筆者は、平成 13 年度から平成 19 年度までの約

7 年間、創造行政研究所と歴史・景観まちづくり

推進室（現文化振興課）の 2つの部署で歴史的建

造物の保存と活用に関する業務に携わってきたが、

この 7年間は、まさに、高田市街地において地域

資源としての「歴史・文化」、とりわけ雁木や町家 

といった歴史的建造物に対する評価が大きく変化

してきた時期であったととらえている。 

これまでも、高田市街地のまちづくりにおいて、

地域資源としての雁木や、城下町の「歴史・文化」

というキーワードは、誰もが認識していたところ

であり、このような見方は筆者の主観的なものか

もしれないが、現在ほどそれらが市民と行政の間

で明確に認識され、それらを活かした市民のまち

づくり活動が盛り上がりを見せたことは無かった

のではないかと感じている。 

このような現状に至るまでには、様々な人たち

の創意工夫と努力があったことは間違いないとこ

ろであるが、筆者がかかわってきた研究所での「歴

史的建造物の保存と活用に関する調査」や、歴史・

景観まちづくり推進室での様々な活動もその一翼

を担うことができたのではないかと感じている。 

本稿では、筆者の実体験を踏まえつつ、この間

の一連の経過を振り返ることにしたい。

 
 
区
分 

団体・イベント等名 概 要 

仲町まちづくり 
協議会 

地域住民の視点から雁木設置の呼びかけや、歩きやすい雁木づくりに取り組んでいる。雁木づ
くりの独自のガイドラインを市内で初めて策定。 

南本町 3丁目 
まちづくり協議会 

雁木通りのある商店街の住民団体。住民・商店街・小学校などが連携し多彩な活動を展開して
いる。「雁木どおり時代まつり」など多彩なイベントを開催。 

あわゆき組 
高田の魅力を発信し、自らもそれを楽しむ女性を中心としたグループ。町家や旧侍屋敷を利用
した甘味処「あわゆき亭」の開設や、昔懐かしい角巻姿での町家巡り「あわゆき道中」などは
地元でも話題。 

おしゃべり処 
よってきない 

仲町 6丁目の女性グループが、自宅の町家を利用して、地域の高齢者の交流の場を定期的に開
設。 

頸城野郷土資料室 地域の歴史文化の研究を行うＮＰＯ。事務所は明治元年築の町家。 
本町 6丁目町内会 町家交流館高田小町で、町内の家々に残る生活道具などを展示。 
越後高田雁木 
ねっとわーく 

雁木のある町内会、地域住民、まちづくり団体によるネットワーク組織。越後高田地酒三昧や
雁木の絵葉書などを独自に作成・販売。 

雁
木
・
町
家
関
係 

ジャンジャン下北沢 
雁木 7丁目劇場 

地元の劇団、上越ガテンボーイズが、町家を利用した専用劇場を設置。 

寺町まちづくり 
協議会 

寺院ウォッチング、ポケットパーク整備、寺町の「食」活用などの他、寺町寺院群を活かした
まちづくりに取り組む。「寺町サミット」を行政との協働で開催。 

浄興寺大門通り 
まちづくり協議会 

「浄興寺大門通り」の景観整備や、その歴史を活かしたまちづくりに取り組む住民団体。通り
を手作りの灯篭で照らすイベント「あかりの小径」などを開催。 

寺
町
関
係 ＮＥＯ浄興寺 

プロジェクト 
上越商工会議所青年部メンバーなどが中心となり、浄興寺を会場としたコンサートやお茶会な
ど各種イベントを開催。 

お馬出し 
プロジェクト 

高田城下町の旧「お馬出し」界隈では、地区の商店主などが中心となり、店頭や雁木のある路
地を利用して地元アーティストの作品の展示・販売を行う「お馬出しアート遊市」などを開催。 

そ
の
他 高田日活の保存運動 

日本最古の現役映画館の保存・活用を目指す市民運動。近く保存会を設立予定。 
その他、同建物での映画鑑賞、落語、活弁ライブなども開催する団体もあり。 

 

【図表 1 現在活動中の高田市街地における 
主な歴史的建造物を活かしたまちづくり活動】 
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 研究所では、平成 13年度と平成 15 年度の 2か

年にわたり、研究所の自主研究として「歴史的建

造物の保存と活用に関する調査」を実施した。 

この調査研究テーマの設定は、研究所設立 2年

目の新たな研究活動の手法である市民研究員制度
†1を取り入れるに当たり、同制度を最大限活用し

やすいテーマとして、建築分野に精通していた横

山所長（当時）の発案によるものであった。 

本調査は、近年、まちの歴史を語る歴史的建造

物が次々と消えていく現状をふまえ、市内に現存

する歴史的建造物を把握し、歴史的な価値を明ら

かにした上で、保存・活用策とそれらを活かした

まちづくりの在り方を調査研究することを目的と

したものである。 

  

（１）平成 13 年度調査の経過 

① 調査研究の体制と方法 

 平成 13 年度調査は、「歴史的な建物と景観を活

かしたまちづくり」というサブテーマの下、市民

研究員制度と特別研究員制度†2を活用し、総勢 19

名による調査研究チームを結成した。 

市民研究員には、公募に応じた 6名の市民が参

画し、全 10回にわたって定例会議を開催した。年

度の前半は、市内の歴史的建造物のリストアップ

やそれらをめぐる現状についてのフリーディスカ

ッションを中心に行い、後半では、報告書作成に

向けて、歴史的建造物の種類や立地地域を軸にし

た個別テーマを設定し、各市民研究員がそれらを

分担して現地調査や考察を行い、定例会議で互い

にその成果について議論しあうスタイルをとった。

また、同時に全員で歴史的な建物と景観を活かし

たまちづくりの在り方について議論を行った。 
                             
†1 市民の方々から当研究所の調査研究活動に参画いた
だく制度。 
†2 大学・研究機関等の専門家から調査研究に対する指
導・助言を受けたり、専門家と共同研究を推進するための
制度。（現在は、研究アドバイザー制度に名称変更） 

特別研究員には、専門的見地からの調査研究活

動への助言をいただくとともに、具体的な建物実

測調査や集落の現況調査を行うため、東京大学大

学院工学系研究科の藤井恵介助教授（当時）と研

究室メンバーから参画いただいた。 

東京大学の皆さんからは、2 回の現地調査を行

うため来越いただくとともに、東大が所蔵する過

去の調査データや各種文献を活用する形で調査に

当たっていただき、また、藤井助教授からは、調

査研究全般にわたって、担当研究員に対する指

導・助言をいただき、市民研究員による定例会議

にも何度も参加いただいた。 

② 調査研究の成果 

平成13年度調査の成果は、2部構成による全242

頁の報告書として取りまとめた。 

第 1部「歴史的な建物と景観を活かしたまちづ

くり」では、市民研究員と担当研究員による 14

の個別テーマでの市内の歴史的建造物の現況解説

や、今後のまちづくりに向けた理念や現状・課題

の分析、今後への提案を取りまとめた。 

また、第 2部「上越市の歴史的建造物に関する

調査報告」では、東京大学の研究チームによる高

田の町家、直江津の土蔵造寺院、中ノ俣集落に関

する現況調査の成果や考察、さらには調査の過程

で把握することができた市内の主だった歴史的建

造物のリスト（141 軒）を取りまとめた。 

以上の調査研究結果によって、これまで専門的

かつ断片的な情報でしかなかった当市の歴史的建

造物に関する情報を 1冊の報告書で概観できるよ

うにしたものとなり、当市における当該分野の研

究に関して貴重な資料を作成することができたも

のと考えている。 

また、翌年度の平成 14 年 9月 7日（土）に成果

発表会を開催し、110 名もの市民から参加いただ

いた。 

 

 

 

1 歴史的建造物の保存と活用に関する
調査の実施 

歴史的建造物の保存と活用に関する調査とその後の展開 
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（２）平成 15 年度調査の経過 

① 調査研究の位置付けとテーマ設定の考え方 

平成 15 年度調査は、「町家を活かしたまちづく

りに向けた提言」というサブテーマの下、平成 13

年度調査の続編としての実施となった。 

平成 13 年度調査が市内に現存する歴史的建造

物の全体的な視点からの把握と価値の検証を中心

とした調査研究であったことに対して、平成 15

年度調査は、対象とする建物と調査エリアを絞っ

た、より具体的・実践的な調査研究として実施した。 

具体的には、対象とする建物は、平成 13 年度調

査の成果において、当市に現存する歴史的建造物

の中で代表的なものであり、最も現存数が多いこ

とが明らかになった「町家」に絞込み、また、調

査エリアも高田地区を中心に設定した。 

このようなテーマ設定は、上記のような平成 13

年度調査の成果を踏まえた判断に加え、研究所の

成果として、より実践的なものを志向していたこ

とも理由として挙げられる。 

つまり、当市における歴史的建造物の代表格で

あることが判明した町家を対象として、その保

存・活用によるまちづくりの戦略を描くことが、

当市における本テーマでのまちづくりを進めてい

く上で最も近道になると考えたこと、また、町家

という建物をめぐる課題が高田中心市街地の空洞

化と密接なかかわりを持っており、町家に対する

評価を変えることが当該地区の活性化にとって大

きな効果を有しているのではないかと考えたため

である。 

また、対象地区を高田に絞り込んだ理由は、市

町村合併が具体的な市の政策課題となっていたそ

の当時に、新しい上越市の中心市街地ともなる高

田市街地のポテンシャルを明らかにすることが、

新たな上越市のまちづくりにとって有益ではない

かと考えたためである。 

② 調査研究の体制と方法 

平成 13 年度と同様に市民研究員制度と特別研

究員制度を活用し、総勢 24 名による調査研究チー

ムを結成した。 

市民研究員には、平成 13 年度に参画した 6名の

市民研究員のうち 5名を含めた計 8名が参画し、

全 7回にわたる定例会議を開催した。年度の前半

は、全員で町家の保存・活用によるまちづくりの

在り方についてフリーディスカッションを中心に

行い、後半では、報告書作成に向けて、各市民研

究員の問題意識や専門性を活かした個別テーマを

設定し、各市民研究員がそれらを分担して現地調

査や関係者ヒアリングを行い、定例会議で互いに

その成果について議論しあうスタイルをとった。

また、同時に全員で町家を活かしたまちづくりに

関する具体的なシナリオづくりのための議論も行

った。 

特別研究員についても、平成 13年度と同様に東

京大学の藤井恵介助教授と研究室メンバーから参

画いただいた。 

東京大学の皆さんからは、2 回の現地調査のた

めに上越市を訪問いただくとともに、その成果を

活用し、町家の現代的な再生・活用アイディアに

関するパネルや模型を作成いただいた（写 真 1）。 

特に、藤井助教授からは、平成 13年度同様に調

査研究全般にわたって、担当研究員に対する指

導・助言をいただき、市民研究員による定例会議

にも何度も参加いただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【写 真 1 東 京 大 学 メン バ ー の 活 動 の 様 子 と 

町 家 の 再 生 ・活 用 ア イ デ ィア の パ ネ ル の 一 例 】 
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③ 調査研究の成果 

平成15年度調査の成果は、2部構成による全232

頁の報告書として取りまとめた。 

第 1部「町家を活かしたまちづくりによる地域

活性化戦略」では、市民研究員と担当研究員の共

同研究として、町家の現存状況や課題を整理する

とともに、町家を活かしたまちづくりに向けたシ

ナリオについて、具体的な手順も含めて取りまと

めた。 

第 2部「町家を活かしたまちづくりへ向けた考

察と提言」では、市民研究員のそれぞれの問題意

識や専門知識を活かして、高田のまちの歴史的な

文脈のとらえ方や、町家の利活用のアイディア、

具体的なまちづくりに向けた課題について独自の

提案をとりまとめた。 

第 3部「町家の再生へ向けた提案～旧市街に住

む 雁木のまちの再生計画」では、東京大学の研

究チームによる高田の町家の実測調査の成果や、

学生一人ひとりの独自の発想による町家や都市の

改修・改造案について取りまとめた。 

また、調査の最中の平成 15 年 11 月 15 日（土）

には、調査研究活動の経過報告および、町家の保

存・再生・活用の在り方について、広く市民との

意見・情報交換を行うための「町家を活かしたま

ちづくりを考える市民フォーラム」を開催し、80

名の市民から参加いただいた。フォーラムでは、

東京大学の学生による町家の再生・活用アイディ

アの発表や歴史的建造物の再生に取り組む建築家

による事例紹介、会場とのパネルトークを行うと

ともに、学生による研究成果のパネル展も 2週間

の会期で同時期に開催した。 

当該年度の調査研究の成果としては、当市の高

田市街地を中心として、町家を活かしたまちづく

りを進める上で、基礎的な考え方と情報の整理を

行ったこと、町家の地域資源としての様々な可能

性を提示できたこと、そして、今後のまちづくり

に向けた具体的なシナリオを描くことができたこ

とにあったと考えている。 

④ 旧今井染物屋の保存問題と専門セクション

の設置 

平成 15年度調査を振り返る時、欠かすことがで

きないのが、旧今井染物屋の保存問題と平成 16

年度からの専門セクション（歴史・景観まちづく

り推進室）の設置までの一連の動きである。 

旧今井染物屋の保存問題とは、当市の歴史的建

造物のシンボルともいえる町家の「旧今井染物屋」

が、解体の危機を迎えたことである（写 真 2）。 

結果として、多くの人々の力によって解体を免

れ、そして市長の決断によって同建物を市が取得

することになったが、この出来事は、当時町家を

活かしたまちづくりを調査研究していた我々一同

と市にとっても大きな影響を与えた。 

 

 
【写 真 2 旧 今 井 染 物 屋 】 

 
 

この保存問題が起こったのは、平成 15 年 11 月

であり、折しも本調査の中間発表会をまさに行お

うとしていた時のことである。その後、市が建物

を取得するという大きな方針決定がなされ、さら

に、新年度からは、歴史的建造物の保存・活用と

それらを活かしたまちづくりを進めるための専門

セクションの設置までが決定し、我々はそのよう

歴史的建造物の保存と活用に関する調査とその後の展開 
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な状況の下で報告書をとりまとめることとなった。 

このことにより、市民研究員一人ひとりにとっ

て、町家を活かしたまちづくりに対する思い入れ

が深まったことと思われるし、担当者であった筆

者自身にとっても、平成 16 年度から設置される専

門セクションでの事業化が決まっている中で、研

究所として、より具体的な調査研究成果のとりま

とめを行う必要性を強く感じていた。 

 

 

 

そのようなことから、平成 15 年度調査の成果のと

りまとめに当たっては、今後のまちづくりを現段

階からどのようにステップアップしていくべきか

という点で、翌年度から即実行できるようなアイ

ディアから中長期的な展望までを盛り込んだり、

市民・行政によるまちづくりの体制の在り方、さ

らには、新たに設置される新セクションの基本機

能といった内容を盛り込むことにした（図表 2.3）。 

 

【図表 2 平成 15 年度調査で提案したまちづくりのステップ（町家を活かしたまちづくりの 3つのステップ）】 

出 所 ）上 越 市 創 造 行 政 研 究 所 「歴 史 的 建 造 物 の 保 存 と活 用 に 関 す る 調 査 報 告 書 」（平 成 16 年 3 月 ） 

【図表 3 平成 15 年度調査で提案したまちづくりの体制（町家を活かしたまちづくりの体制の在り方）】  
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出 所 ）上 越 市 創 造 行 政 研 究 所 「歴 史 的 建 造 物 の 保 存 と活 用 に 関 す る 調 査 報 告 書 」（平 成 16 年 3 月 ） 
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（１）歴史・景観まちづくり推進室の設置 

「歴史・景観まちづくり推進室」は、平成 16

年 4月に、歴史的建造物等の資源の保存と活用を

検討するとともに、市民参画による美しいまちづ

くりをコーディネートし、迅速な対応と総合的、

体系的な取組を進めるため、関係課の総合調整機

能も担う専門セクションとして、企画課（現企画

政策課）内に設置された。 

同室は、従前の景観形成に関する施策である「景

観デザイン事業」と、研究所での調査研究成果を

形にしていく「歴史資源活用推進事業」の 2つの

事業を主として担当することとなった。 

同室には、室長以下 4名の職員が配置され、そ

の一人として、研究所で本調査を担当していた筆

者も配属された。筆者としては、これまで調査研

究してきたことを、自ら具体的な形で推進すると

いう任務を命じられた訳であり、研究員としてこ 

れ以上の喜びはなかったし、また同時に極めて大 

きなプレッシャーの中での業務となった。 

（２）歴史・景観まちづくり推進室の活動の特徴 

歴史資源活用推進事業は、庁内の総合調整と先

導的な事業推進の双方の役割を担っており、具体

的な事業は「保存・活用の実践」と「調査活動や

計画・制度の構築」の 2つの観点で取組を進めて

きた。 

前者としては、市所有の町家を活用した、町家

公開による情報発信、「まちなか回遊観光」の仕組

みづくり、まちづくりの拠点施設としての整備、

後者としては、歴史的建造物の現況調査、市民に

よる雁木整備に対する「雁木整備事業補助金」な

どに取り組んできた。 

これらの事業では、例えば、町家公開は市民の

観光ボランティアガイドによる解説の実施、現況

調査は大学・建築士会・市民ボランティアとの共

同による実施、町家を再生した拠点施設の整備は

地元建築士による設計コンペの開催など、雁木や

町家を活かしたまちづくりに必要な多様な人材・

団体と共に実施してきたところに特徴がある（図

表 4）。 

【図表 4 歴史・景観まちづくり推進室での活動経過の概要】 

歴史的建造物
現況調査

歴史的建造物を活かした
高田市街地活性化戦略策定

新潟県まちなみネッ
トワーク発足・参加

都市再生整備
計画策定

町家利活用
アンケート

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

市民スタッフ
制度創設

町家再生
コンペ開催

町家交流館高田小町整備（設計・工事）

市所有の
町家公開

雁木整備事業
補助金制度

雁木敷地の
一部課税免除

越後高田
町家三昧

高田まちなみ
歴史散策発行

ま ち を 歩 い て 巡 る た め の 情 報 マ ッ プ を 発 行
（市 民 編 集 委 員 に よ る 編 集 ・作 成 ）

歴 史 的 建 造 物 の 保 存 ・再 生 ・活 用 を
通 じ て 、 高 田 中 心 市 街 地 の 活 性 化 を
図 る た め の 戦 略 に つ い て 、専 門 家 や
市 民 に よ る 検 討 委 員 会 か ら 「歴 史 的
建 造 物 を 活 か し た 高 田 市 街 地 活 性 化
戦 略 」の 提 言 を 受 け た 。（H 16 .1 1～
H 17 .３）

町 家 見 学 会 来 場 者 を
対 象 に 町 家 の 活 用 や
ま ち づ く り に つ い て の
ア ン ケ ー トを 実 施 （323
件 の 提 案 あ り ）

雁 木 と町 家 の 情 報
発 信 の た め 、 市 が
所 有 す る ２ 棟 の 町
家 を 暫 定 活 用 し て
町 家 公 開 を 開 始 。
高 田 地 区 の 四 季 の
行 事 と連 動 し た ま ち
な か 回 遊 観 光 の 仕
組 み づ く り も 推 進 。
子 ど も た ち の 総 合
学 習 で も 活 用 中 。
（H 20 .３月 末 ま で に
延 べ 約 22,80 0人 が
来 場 ）

雁 木 の 保 存 ・活 用 地 域 に お
け る 市 民 の 雁 木 の 新 築 ・修
繕 ・通 路 の 段 差 解 消 に 対 し
て 補 助 金 を 交 付 。

観 光 ボ ラ ン テ ィア に よ る
町 家 見 学 の ガ イ ド を 開 始
（人 材 育 成 ）

近 隣 の 町 家 所 有 者 や 市 民 との 協 働
イ ベ ン トを ス タ ー ト。 （参 加 軒 数 ・・・
H 18春 ：４軒 ⇒ H 18秋 ：17軒 ）

歴 史 的 建 造 物 の 現 存 状 況 や 特 徴 を 把 握 す る た め の 現 況 調 査 を 大 学 、
建 築 士 会 、 市 民 ボ ラ ン テ ィア な ど との 協 働 で 実 施 。 （H 17・18年 度 で 延
べ 121人 が 参 加 、 約 150棟 の 町 家 を 実 測 調 査 ）

雁 木 の 保 存 ・活 用 地 域 に お い て 申 請
が あ っ た 場 合 、雁 木 敷 地 の 固 定 資 産
税 の 一 部 を 課 税 免 除

まちなみ散策
ミニツアー開催

市 が 所 有 す る 大 型 の 町 家 「旧 小 妻 屋 」を
町 家 再 生 型 多 機 能 拠 点 施 設 とし て 整 備
す る た め 、 市 内 の 建 築 事 務 所 に よ る 設
計 コ ン ペ を 実 施 。（9点 の 応 募 の 中 か ら
最 優 秀 賞 を H 18年 度 か ら 着 工 ）

城 下 町 高 田 の 歴 史 資 源 を 活 か し た “ま
ち な か 回 遊 観 光 ”の 実 現 を 目 標 とし て 、
国 土 交 通 省 の ま ち づ く り 交 付 金 を 活 用
し た 事 業 展 開 を 図 る た め の 計 画 を 策
定 。（事 業 期 間 ：H 18～ H 22）

新 潟 県 内 の ま ち な み を 活 か し た
ま ち づ く り に 取 り 組 む 市 民 団 体 や
行 政 な ど との 交 流 ・連 携 組 織 に
参 加 。 設 立 記 念 の 第 １回 シ ン ポ ジ
ウ ム を 上 越 市 に て 開 催 。

上 越 市 創 造
行 政 研 究 所
に よ る 調 査
研 究 活 動

（Ｈ13、H15）

旧 今 井 染 物 屋
保 存 問 題

景 観 形 成 の
取 組

市 史 編 さん ・活 用

文 化 財 の 保 存

雁 木 市 民 検 討
委 員 会 の 開 催

地 域 別 ま ち づ くり事 業

中 心 市 街 地 活 性 化

歩 い て 暮 ら せ る ま ち づ くり

定例見学会
４月 ～ 11月 に 定 例 見 学
会 も ス タ ー ト

秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬

歴
史
・
景
観
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
　
発
足
（
平
成
1
6
年
4
月
）

市 民 か ら の 町
家 な ど の 寄 付

雁 木 の ま ち 体 系
的 整 備 調 査

背景にある動き

※ 各 分 野 に て
継 続 して 実 施

・・・

・・・
平成１９年度

春 夏 秋 冬

春 秋 春 秋 冬

大 町 周 辺 地 区 仲 町 周 辺 地 区 南 本 町 周 辺 地 区

町家交流館高田小町
開館・運用開始

平 成 19年 ７月 １日 開 館

 

2 歴史・景観まちづくり推進室の取組 

歴史的建造物の保存と活用に関する調査とその後の展開 
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（３）活動の経過 

① 平成 16 年度 

 歴史・景観まちづくり推進室が発足した当時、

市では既に、前年度に市民から寄贈を受けた旧金

津健太郎桶店と、平成 12 年度から取得していた旧

小妻屋の 2棟の町家を所有していた。また、平成

16 年 6月には、前年度から取得の方針を示した旧

今井染物屋を正式に取得した。 

 当時の歴史・景観まちづくり推進室では、これ

らの町家の保存・活用という目前の具体的な業務

はあったが、それ以外の業務はすべて新規の事業

であった。そのような中にあって、研究所での前

年度までの調査研究成果は、同室が事業展開を行

っていく上での方針として大いに役立った。 

■ 町家見学会スタート 

 活動の最初にまず行ったことが、市が所有して

いる町家の活用である。 

 これは、町家の最終的な形での整備までには、

非常に大きな経費と時間を要することから、まず

は、整備着手以前の段階に町家見学会という形で

情報発信に活用したものである（写 真 3）。 

当時、まだ町家が地域資源としての認知度があ

まり高まっていなかった中にあって、まずは、具

体的な形で多くの市民から

直接現地を見てもらうこと

が最も効果的な情報発信に

なると考えたものであり、

これこそ、研究所の報告書

で提言した「ＯＰＥＮ町家」

である。 

 この町家見学会は、単に

市が所有している町家を見

てもらうだけでなく、訪れ

た市民にとって、なるべく

堅苦しいイメージをもたれ

ないこと、また、まちづく

りでの活用の可能性を感じ

てもらえるよう、入口には

「町家公開中 よってかんかね」と書いた手作り

の日よけ暖簾
の れ ん

を垂らし、担当者も作務衣姿でガイ

ドに当たった。 

 そして、来場者に対しては、町家を活かしたま

ちづくりについてのアイディアもアンケート方式

で回答いただいた。 

結果、初めての町家見学会には、122 名の来場

者が訪れた。この中には、建築や歴史の専門家だ

けでなく、近所をはじめ高田のまちの皆さんも多

くおられた。 

高田地区在住の年配の方々からは「おらちもこ

うだったんだよ。懐かしいね」、高田地区以外の在

住の方や若い世代の方々からは、「高田の家の中が

こんなになっているなんて知らなかった」という

声が聞かれ、地域の人にとっては当たり前、それ

以外の人には知られていなかった町家の地域資源

としての現状を肌身で感じることができた。 

また、回を重ねる毎に市外からの来場者も見ら

れるようになり、そこでは、雪国の暮らしやまち

の歴史が見て取れるよい場であるとの評価が聞か

れ、観光資源としての可能性も具体的に感じ取る

ことができた。 

 

 

 

【写 真 3 町 家 見 学 会 開 催 の 様 子 】 
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この町家見学会は、現在も続けられているが、

この取組が現在のまちづくりの機運づくりに果た

した役割は大きかったと考えている。 

 具体的には、そこに訪れた方に対しては、町家

の保存・活用に対する意識啓発ができたこと、見

学会という目に見える形で高田地区在住の市民に

もＰＲができたこと、既存の観光イベントなどと

組み合わせてまちなかの観光資源としての可能性

を具体的な形で立証できたこと、見学会の様子が

繰り返し報道されることによって不特定多数の市

民に対するＰＲにもなったこと等が挙げられる。 

 また、市が自らの町家をこのような具体的な形

でイベント的に活用することは、地域住民の皆さ

んによる具体的な活動の創出にも少なからず先導

的な役割を果たすことができたものと考えている。 

■ 歴史的建造物を活かした高田市街地活性化 

戦略の策定 

 平成 16 年度の後半には、同室での取組を市民と

の協働で進めていくための羅針盤となる「歴史的

建造物を活かした高田市街地活性化戦略」（以下

「活性化戦略」という。）を策定した。 

 同検討委員会は、専門家、地元の関係団体、公

募市民の計 17 名から構成され、委員長には、研究

所時代からのネットワークで東京大学の藤井助教

授から就任いただいた。 

 わずか半年間の検討期間ではあったが、研究所

での調査研究成果を受けた形で 70 頁からなる報

告書をとりまとめた。 

その中では、3 つの取組方向と 6 つの重点推進

プロジェクトを掲げ、当時懸案となっていた市所

有の歴史的建造物の活用方策や、平成 26 年の高田

開府 400 年を目標年次とした具体的なアクション

プランも盛り込むことができた。 

同検討委員会からの提言という位置付けではあ

るが、歴史・景観まちづくり推進室での各種活動

の羅針盤として活用されたところであり、アクシ

ョンプランで掲げられた取組で具体的な形となっ

ているものも多数ある。 

■ 高田まちなみ歴史散策の発行 

 高田市街地をはじめとして、市内では数多くの

観光マップが発行されていたが、それらに掲げら

れている内容の多くは、歴史・文化的に貴重な史

跡などが中心であり、まちなみの特徴を紹介する

マップは当時みられなかった。 

 そこで、同室では、高田のまちなかを歩いて巡

ってもらう上で、普段なかなか気付くことが少な

いまちなみやそこにまつわる歴史を紹介し、高田

市街地には数多くの歴史的建造物が暮らしの中に

現存していることを知ってもらうためのマップづ

くりを行った。 

 この取組に当たっては、多くの市民から好評を

得ていた景観情報誌の編集スタッフであった市民

の皆さんの中から数名に市民編集員として協力を

いただき、まちの中を実際に歩いて取材を行い、

幾度もの編集会議を経て作成いただいた。 

 結果として、これまでの観光マップの切り口で

はなかなか伝えることができなかった高田のまち

の魅力をＰＲするための有力なツールができあが

り、現在ではその第 3版である「高田まちなみ歴

史散策 其ノ参 まちの歩き方達人編」が作成さ

れ、その発行部数は延べ 9万部に至っている（写 真

4）。 

② 平成 17 年度 

活動の 2年目となる平成 17 年度では、前年度に

策定した「活性化戦略」に基づき、取組の内容も

一層多様なものとなった。 

 

【写 真 4 高 田 ま ち な み 歴 史 散 策 】 
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■ 高田市街地歴史的建造物現況調査の実施 

この調査は、実際に高田市街地の雁木や町家の

現存状況を把握するとともに、そこで暮らしてい

る人々の生の声を把握することにより、その保

存・活用に向けた方策を検討することを目的とし

たものである。 

調査に当たっては、新潟大学工学部をはじめと

した「研究機関」、地元の建築士会といった「産業

界」、ボランティアの「市民」を含めた、産学官民

の連携という方式で行った。 

この調査では、外観からのまちなみ調査や、所

有者へのヒアリング（アンケート）調査、建物内

部の間取り調査を行い、高田市街地の歴史的市街

地としての価値を明らかにする上で重要な意義を

有しているものである。 

その成果は、調査に協力いただいた市民の皆さ

んに向けて発表するとともに、所有者の方々には

その結果を「我が家の履歴書」という形でフィー

ドバックも行い、単なる調査だけではなく、町家

の所有者の方々への意識啓発も兼ねた効果を狙っ

たものである。 

また、調査の区域も市が所有する町家の周辺地

区からスタートし、市が行っている町家見学会と

の連動による新たなまちづくり活動の創出に向け

た機運醸成も兼ねて行ったもので、現在も調査は

継続されている。 

 

■ 町家再生型多機能拠点施設整備計画の策定と

設計コンペの実施 

平成 17 年度では、「活性化戦略」で保存・活用

方策について提言を受けた市所有の歴史的建造物

の整備も具体的な形でスタートした。 

比較的保存状態の良かった旧金津健太郎桶店と

旧今井染物屋は、暫定的な形ながら町家見学会と

いう形で活用されていたが、最も早くに取得され

ていた旧小妻屋は、改造が著しかったことやその

保管状態から危険な箇所が多かったことから活用

されないでいた。 

この旧小妻屋については、「活性化戦略」の中で、

先の 2つの町家とは異なり、保存よりも活用を重

視した整備の提言を受けたところであり、平成 17

年度は、その方針にのっとって、「町家再生型多機

能拠点施設」（現 町家交流館高田小町）として整

備するための計画策定と設計を行った。 

「町家再生型多機能拠点施設整備計画」は、平

成 16 年度に策定された「活性化戦略」での保存・

活用方針をもとに、より具体的な活用策をとりま

とめた計画である。 

その基本コンセプトは、従来の歴史的建造物の

固定的な保存という概念を打ち破り、当市におけ

る新しい形での歴史的建造物の再生・活用のモデ

ルケースづくりを行うことであった。 

また、その機能についても、「活性化戦略」で掲

げた考え方から、単なる集会施設でもなく、また

単なる観光施設でもない、市民にとっても来訪者

にとっても魅力のある公共施設にすることを念頭

に置いた。 

このような考え方に基づいて整備を行っていく

以上は、その成果には相当なインパクトが必要で

あるし、またこのような事例が後に続くための関

係者に対する情報発信も必要であることから、本

施設の設計者の選定については、「活性化戦略」検

討の際に委員長を務めていただいた藤井助教授か

ら審査委員長となっていただき、設計提案競技（コ

ンペ）の方式で行った。 

このコンペは当市における初めての公募型設計

コンペであり、市内の建築士 10名が応募し、その

うち 9点の作品で審査された。その結果、せきゆ

うこ設計室の作品が最優秀賞となり、実施設計へ

と進むことになった（写 真 5）。 

担当課からの報告 
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【写 真 5 コ ンペ の 作 品 の 一 例 】 

 

■ 都市再生整備計画「高田雁木通り地区」の 

策定 

 「活性化戦略」で描いた計画は、壮大な計画で

あり、その実現のためには大きな事業費も想定さ

れたし、また、何より高田市街地の再生と結びつ

いたものでなくてはならなかった。 

 そこで、取り組んだのが、国土交通省所管の「都

市再生整備計画」に基づいたまちづくり交付金を

活用した事業展開である。 

 平成 18 年 3月には、「活性化戦略」をはじめと

して高田市街地における様々なソフト・ハード事

業を有機的に結びつけた都市再生の計画として

「都市再生整備計画 高田雁木通り地区」を策定し、

国土交通大臣の認定を得た。 

 この計画は、平成 18年度から 22年度の 5か年

で高田市街地における「まちなか回遊観光」の推

進を契機とした都市再生の実現を目指すものであ

り、先の「町家再生型多機能拠点施設整備」もこ

の中に位置付けられている。 

現在も高田市街地では、同計画に基づいた事業

展開が行われている。 

 

③ 平成 18 年度 

 同室発足後、3 年目となるこの年は、活動の成

果がソフト・ハードの両面で目に見えるようにな

ってきた。 

■ 越後高田町家三昧スタート 

 平成 16 年度以来継続してきた市による町家見

学会ではあったが、それらを継続している中で、

市民による町家を活かしたまちづくり活動も具体

的な形で目に見えるようになってきた。 

 その代表的なものが、女性の有志グループであ

る「あわゆき組」の活動である。同グループは、

町家での甘味処の開設や、雪国の伝統的な防寒着

である角巻をまとって雁木通りを散策する「あわ

 

【写 真 6 町 家 三 昧 の 様 子 とイベ ン トマ ップ 】 
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ゆき道中」など、独自の斬新な視点での活動を行

っていた。 

 このような団体や、市が町家見学会を行ってき

た町家の周辺地区の住民が相互に連携し、より多

くの市民や観光客から高田のまちの魅力を感じて

もらえるようなイベントを開催したのが「越後高

田町家三昧」である（写 真 6）。 

 このイベントは、市からの交付金などを原資と

して行う実行委員会形式でのイベントではなく、

高田市街地において、市民・行政のそれぞれが時

期を合わせて同時にイベントを開催し、相互に緩

やかな形で連携をとれるようにしたものであり、

新しい形での「協働」によるイベントである。 

 このイベントは、あわゆき組のような団体だけ

でなく、個人商店や市民もそれぞれが取り組みや

すい形でイベントに参加するものであり、その内

容やメンバーも回を重ねる中で増加・多様化し、

これまで 7回開催され現在も継続している。 

 このイベントは、未だ発展途上ではあるが、研

究所の報告書で掲げた「ＯＰＥＮ町家」の一つの

姿であると考えている。 

■ 町家再生型多機能拠点施設整備工事の着工 

 平成 17 年度に実施設計に着手した「町家再生型

多機能拠点施設」の整備も、いよいよ具体的な整

備の段階を迎えた。 

 平成 18 年 10 月から、解体部分の撤去がはじま

り、建物は一時骨組みのみの状態にまで解体され

た。その工事の過程は、新築による施設整備とは

異なったものであり、様々な困難があったが、歴

史的資料としても価値のある明治 16 年の高田新

聞が壁の中から発見されたり、工事現場での見学

会を近隣住民の皆さんに対して行うなど、その整

備過程は、さながら当時テレビ番組でブームにな

っていた「ビフォー＆アフター」のようであった

（写 真 7）。 

 

【写 真 7 町 家 の 再 生 工 事 の 途 中 経 過 】 

■ 新潟県まちなみネットワーク発足 

 新潟県内でも、様々な市民活動団体や自治体が

歴史的建造物を活かしたまちづくりに取り組んで

おり、それらの間で個人的なつながりはあったも

のの、団体相互が定期的に交流を図ったり、協力

して学習を行ったり、対外的な情報発信を行うこ

とはなかった。 

 そのような状況の中で、新潟県の観光復興戦略

会議の一連の流れの中で、県内をはじめ全国的に

も「町屋の人形様巡り」で著名な村上の吉川氏を

代表に「新潟県まちなみネットワーク」という新

しい組織も立ち上がり、当市もその中に参加する

ことになった。 

 当市では、同組織設立の発起人として観光局長

が参加するとともに、その記念すべき第 1回の行

事である「新潟県まちなみシンポジウム」も当市

で開催した。この会には、高田市街地でまちづく

り活動に取り組む 7団体も参加し、県内の 25 団体

と交流を深めることができた（写 真 8）。 

 

【写 真 8 新 潟 県 ま ち な み シ ンポ ジ ウ ム の 様 子 】 

担当課からの報告 
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④ 平成 19 年度 

 平成 19 年度は、高田市街地における歴史的建造

物を活かしたまちづくりの新たな一ページが開か

れた年となった。 

■ 「町家交流館高田小町」の竣工と開館 

 平成19年6月にはその前年度から進められてき

た町家再生型多機能拠点施設整備工事が竣工した。 

 施設は全体的に伝統的な町家の構造を残しつつ

も、レトロかつモダンな洒落た空間を持った従来

の公共施設にはない魅力を持った空間となった。 

そして、市議会 6月定例会では、同施設の設置・

管理条例が可決され、7 月 1 日に「町家交流館高

田小町」としてオープンした（写 真 9.10）。 

 オープン当日には、地域住民や工事関係者をは

じめ、設計コンペの審査委員長であった藤井准教

授にも列席いただき、地元住民による「懐かしの

道具展」も記念イベントとして開催された。 

 かつては、ほとんどの人が再利用のイメージな

どできなかった建物は、まさに築後百年の時を超

えて、現代に新たな生命を吹き込まれたのである。 

 平成 19 年度（7月～3月）の同施設の来館者数

は、目標の2万人を大きく超える2.8万人となり、

文字通り市民と観光客の双方が交流できる施設と

して活用されている。 

 また、その利用形態も当初想定していた以上に

多様なものとなり、同施設を拠点とした新しい文

化活動や、同建物周辺地区での歴史的建造物の保

存・活用の動きも具体化を見せてきた。 

さらには、平成 20 年度に策定中の新たな中心市

街地活性化基本計画において、同施設はまちづく

りの核となる施設の一つとして位置付けられる予

定であり、その周辺整備に向けた期待も高まって

いる。 

このように、町家交流館高田小町は、その整備

過程そのものが、研究所における歴史的建造物の

保存と活用に関する調査や、歴史・景観まちづく

り推進室で進めてきた歴史的建造物を活かした高

田市街地活性化の流れを象徴しているものである。

高田の人々にとっては、当たり前の存在であり、

なおかつ現代的な生活の中ではその役割を終えた

と思われていた古い町家が、現代の高田のまちに

おいて、高田らしい日常生活や高田らしい観光ス

ポットの拠点として再生されたものであり、まさ

にこれからの高田のまちづくりのシンボルとして

位置付けられると言っても過言ではないのではな

いだろうか。 

改 修 前

 
【写 真 9 旧 小 妻 屋 】 

 

改 修 後

 

 

【写 真 10 町 家 交 流 館 高 田 小 町 】 
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筆者は、ここまで振り返ってきた一連の活動は、

政策形成や事業展開手法の観点で、様々な特徴を

有している取組であったと考えている。 

そして、その中では、上越市創造行政研究所と

いう当市独自の研究機関が有している様々な機能

が随所で発揮されてきたものと考えている（図表

5）。 

以下では、本稿のまとめとして、本事例が有し

ている様々な特徴的な点について、筆者が考える

創造行政研究所の機能と関連付けながら考察する

こととしたい。 

【図表 5  本事例の特徴と研究所の機能の関係】 

調査研究の
専門機関

としての機能

「地域に根ざした
シンクタンク」
としての機能

「市の組織内
シンクタンク」
としての機能

1
分野横断的な視
点からの政策体
系の構築

○ ○ ○

2

市民参画の下で
の政策形成と協
働による事業展
開

○

3
専門家および各
種団体との連携
による事業展開

○ ○

4
政策課題に対す
る時機を得た柔
軟な対応

○

5

調査研究成果の
現場（担当課）
への円滑かつ効
果的な反映

○

　　　　研究所の機能

　本事例の意義

 

 

（１）分野横断的な視点からの政策体系の構築 

本事例で特徴的な点の 1つ目は、分野横断的な

視点での政策体系の構築ができた点である。 

研究所で本調査に取り組み始めた平成 13 年度

以前における当市での歴史的建造物の保存と活用

に関する取組は、様々な分野で多様な部署がかか

わりを持ってきた。 

それらは、各々の分野において様々な成果を上

げてきた一方、それらの間での相互の関連性とい

う観点では一定の限界もあった。 

特に本テーマは、従来、文化財の保存の側面が

強調され、現実のまちづくりや市政運営とはある

意味で切り離された問題として取り扱われたり、

単に一部の人々の趣味や郷愁の問題としてしか取

り扱われていない傾向もあった。 

そのような中にあって、今回の取組は、歴史的

建造物の保存と活用という一つの切り口を突破口

として、そこにまつわる当市の様々な地域課題を

総合的な視点からとらえ、本テーマを分野横断的

な政策課題として昇華させ、独自の政策体系を構

築することができたところに大きな特徴があると

考えている（図表 6）。 

 

 

 

【図表 6 平成 15 年度調査における検討の視点（町家を活かしたまちづくりの在り方）】 

 

都市景観の全国的な画一化による
個性や魅力の低下

②定住人口の維持・向上

日本の伝統文化や身近な地域社会
に対する関心の低さ

資源浪費型のライフスタイル

開発優先・拡大志向の都市政策

大都市圏への人口・経済の流出と
中心市街地の空洞化

都市化に伴う地域コミュニティの
崩壊

③経済活性化

④既存市街地の有効活用に
　よる効率的な都市整備

⑤ストックの再生・活用に
　よる資源の再利用

⑥地域の歴史・文化に対す
　る関心の向上

⑦地域コミュニティの再生
　と活性化

①個性的な都市景観の創出

（１）
精神面での価値

（３）
まちの新たな
魅力としての
価値

（２）
歴史・文化的
な価値

【地域資源としての町家の価値】 【目的と効果】 【現在の町をめぐる課題】 【方向性】

町
家
の
生
活
空
間

と
し
て
の
再
生

町
家
を
活
か
し
た

ま
ち
の
経
済
の
再
生

 

出 所 ）上 越 市 創 造 行 政 研 究 所 「歴 史 的 建 造 物 の 保 存 と活 用 に 関 す る 調 査 報 告 書 」（平 成 16 年 3 月 ）  

3 考察 －創造行政研究所の果たした 
役割の観点から－ 

担当課からの報告 
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このような取組ができたのは、研究所が調査研

究を専門に行う機関であり、一つのテーマについ

て深く掘り下げるとともに、幅広い視点から検討

を加えることができたことが大きな要因であった

と考えている。 

また、その際には、これまでの当市における様々

な取組を大きな財産として活用することもでき、

市の組織内シンクタンクとしての機能も十分に発

揮されたと考えている。 

しかしながら、このような形での調査研究活動

の展開は、本調査に着手した時点から想定してい

たものではなかった。 

そもそも、担当者であった筆者も、本調査に着

手した時点では、正直なところ、そのとらえ方に

ついて自問自答する日々が続いた。しかし、その

ような中で、当市の歴史的建造物の現況を把握す

るために、数多くの現場を歩き、それらの価値の

すばらしさに触れた経験は、自身の認識を大きく

変えることとなった。そして、一方では、それら

をめぐる現状の厳しさや問題の根深さも知ること

となり、このテーマが単なる建物の問題ではなく

都市そのものの在り方や、当市のアイデンティの

維持・形成という観点で非常に重要な意義を持っ

ていることも強く認識するようになった。 

特にこのような認識は、平成 15年度調査を進め

る中で一層顕著になった。 

それは、調査研究の過程で、より多くの現場を

歩いて多くの人々の声を聴くともに、様々な観点

からのデータを収集・分析した結果、メインテー

マとして取り上げた町家という歴史的建造物は、

単なる過去の遺産ではなく、現代も高田市街地で

暮らしている多くの人々の生活の場であること、

また、店舗併用住宅という建物の性格から、その

栄枯盛衰は高田のまちでの人々の生活や、まちの

経済の様子をよく映し出している要素であること

に気付いたからである。 

また、筆者としては、研究所で本テーマの調査

研究を行っていた当時、他にも様々なテーマの調 

【図表 7 歴史的建造物の保存と活用に関する調査と 

      同時に進められていた主な調査研究テーマ】 

H12 H13 H14 H15

歴史的建造物の保存と
活用に関する調査

●
１年目

●
２年目

市町村合併

合併に対する本市の対
応のあり方について、
地域経済などの分析や
合併に対する考え方な
ど

● ● ● ●

地域資源を活かした
産業振興

地域資源を活かした地
域活性化についての考
え方及び合併前上越市
や合併先の13町村の
様々な地域資源の把握

● ●

行政デザイン、
コミュニティ行政

行政の役割分担のあり
方や、市民との協働に
よるまちづくりのあり
方

○ ○ ○

観光振興
観光振興の考え方や、
本市の観光振興に向け
た方策

○

※●は筆者が担当していたテーマ
　○は他研究員が研究していたテーマで当該調査に関連のあったテーマ

調査研究テーマ 内容 年度

 

査研究を同時に担当し、それらを相互に関連付け

ながら本調査に臨むことができたことや、研究所

内での他の研究員が担当していた調査研究の成果

も本調査を行う上で非常に参考となった（図表 7）。 

このような要因から、最終的に筆者は、歴史的

建造物の保存と活用というテーマを、単に行政が

建物の保存や活用にどのように対処すべきかとい

う対症療法的な問題ではなく、高田市街地の都市

再生や、上越市第 5次総合計画（改定版）でも示

されている「コンパクトシティ」の在り方のよう

に、より本質的な問題としてとらえるようになった。 

そして、このような経過で練り上げた政策体系

は、筆者が後に歴史・景観まちづくり推進室で、

様々な事業を実施したり、具体的な問題解決を行

っていく際の大きなよりどころにもなった。 

 

（２）市民参画の下での政策形成と協働による 

事業展開 

本事例で特徴的な点の 2つ目は、常に市民との

かかわり、つまり市民による市政への参加・参画、

市民と行政との協働という関係の中で事業展開を

行ってきたことである。 
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① 研究所での取組 

 研究所における取組の中で、この点で最も重要

なものが市民研究員制度である。 

この制度は、市民の皆さんが、自ら調査研究活

動の主体として、実際にまちを歩き、研究員同士

で議論を行い、さらにはその成果を自ら報告書の

形式でまとめ上げていただくことにより、通常の

審議会などへの参画よりもさらに一歩進んだより

主体的な形での市民参画を実現することができた

点において、画期的な仕掛けであったと考えている。 

 また、調査研究過程で得た様々な情報や議論の

経過が市役所の中だけに留まらず、市民の間でも

共有できたことや、結果としてまちづくりのリー

ダー的な人材の育成にも一定の役割を果たせたこ

とも大きな成果であったと考えている。 

 さらには、報告書の作成やニュースレターの発

行、調査研究成果の発表会といった形態による不

特定多数の市民を対象とした情報発信の活動も、

本テーマについての市民と行政との間での情報や

問題意識の共有において大きな効果があったと考

えている。 

② 歴史・景観まちづくり推進室での取組 

 歴史・景観まちづくり推進室での事業展開の段

階では、このような市民とのかかわりは、より広

く深いものとなった。 

 歴史的建造物を活かした高田市街地活性化戦略

の策定では、地元のまちづくり団体代表者や、こ

のテーマに関心を持っている公募市民からも参画

いただき、同戦略を「生きた戦略」とすることが

できた。 

また、高田市街地歴史的建造物現況調査では、

多くの市民や建築関係者などから調査に協力いた

だき、本テーマへの関心を一層高めると同時に、

まちづくりのための人材発掘や、ネットワーク構

築にもつながるような体制を構築したほか、実際

に高田の町家を一軒一軒訪問し、所有者とのコミ

ュニケーションを通じて意識啓発や市の施策に関

する情報発信も行うことができた。 

 さらには、市が所有している町家を活用した町

家見学会の開催は、より多くの市民から実際に町

家の魅力を目の当たりにしていただき、それを活

かしたまちづくりを考えてもらう上で大きな効果

があった。 

特に、高田市街地の住民の皆さんにとっての町

家見学会は、単なる見学の場ではなく、自らの昔

の体験や、まちづくりの在り方を語りあう場とし

ても機能することになり、後の地域住民による自

主的なイベント開催の動きが生み出される上で大

きな効果があったものと考えている。 

 このような一連の取組の集大成とも言えるのが、

「越後高田町家三昧」の実現である。このイベン

トは、市民と行政が目的を共有しつつ、それぞれ

の持ち味を活かして、それぞれの立場でできる取

組を協力して行うものであり、まさに市民と行政

による協働によるまちづくりを絵に描いたような

取組であると考えている。 

 そして、町家交流館高田小町の整備という拠点

施設の整備も、より多くの市民に向けた町家の利

活用の在り方を具体的にアピールする上で大きな

役割を果たすことになった。特に、同施設の開館

後には、今までに見られなかったジャンルの人々

が同施設を会場に様々なイベントを行うようにな

っており、同施設の存在は、まちづくりの担い手

の拡大にも一役買っている。 

③ 事業展開における市民のかかわりの変化 

このように、この間の取組では、様々な形態で

市民とのかかわりを作り出すよう工夫をしてきた

ところであり、そのことによって、当初関心を持

っていなかった人が関心を持つようになり、さら

には市政への参加・参画という行動に発展し、最

終的には自らの意志での様々な活動へとつながっ

てきている（図表 8）。 

よく、まちが変わるためには、人が変わらなく

てはいけないと言われるが、本事例の中では、ま

さにそのような経過をたどってきていることがよ

くうかがえる。 

担当課からの報告 
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そして、現在のようなまちづくりにつながった 

背景には、旧今井染物屋の保存問題の発生に伴い、 

市民の間における当該テーマに対する認識が急速

に高まったこともその大きなきっかけであったと

考えられる。まちのシンボルが失われるという大

きな危機感は、多くの人々を主体的な取組へと動

かしたことであろうし、そのような一つの大きな

きっかけが起こった時に、迷わず具

体的な取組方向を指し示すという点

において、研究所における活動は、

その後のまちづくりの展開に大きな

役割を果たすことができたものと考

えている。 

以上のような一連の動きの中では、

当市固有の課題について、行政と市

民が自らの足で歩いて発見し、自ら

の頭で考えることを可能にした研究

所の「地域に根ざしたシンクタンク」 

としての機能が発揮されたものと考えている。 

 

（３）専門家および各種団体との連携による事業

展開 

本事例で特徴的な点の 3つ目は、市民だけでは

なく、多様な専門家や各種団体との連携により事

業展開が図られてきたことである（図表 9）。 

【図表 8 事業展開における市民のかかわりの変化】 

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

市民に向けた
「情報発信」の
取組

「市民参加」の
仕掛け

「市民参画」の
仕掛け

「協働」による
まちづくりの
展開

上越市創造行政研究所 歴史・景観まちづくり推進室

年度

市民による
自主的な取組

調
査
・
研
究
お
よ
び
事
業
展
開
に
お
け
る

市
民
と
の
か
か
わ
り

全体的な取組

実施主体

市民研究員制度

報告書
発行

市民研究員制度

越後高田町家三昧の開催

歴史的建造物を
活かした高田市街地
活性化戦略の策定

ﾆｭｰｽﾚﾀｰ
発行

平成１３年度調査
の実施

平成１５年度調査
の実施

成果発表会

成果発表会 成果発表会 成果発表会意見交換会

市民ｱｲﾃﾞｨｱ
の募集

町家再生型
多機能拠点施設
整備計画の策定

パブリック
コメントの実施

市民委員の参画
（公募含む）

高田小町を拠点とした「新たな
ジャンル」での市民イベントの拡大

新たな市民活動
団体の発足

市民イベントの多様化・活発化、既存イベントとの連携促進

中間
発表会 町家見学会の開催

高田まちなみ歴史散策の発行

高田市街地歴史的建造物現況調査の実施

報告書
発行

市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の参加

既存団体の
新たな活動展開

ﾆｭｰｽﾚﾀｰ
発行

成果発表会

まちづくり協議会などによる独自の取組

町家交流館
高田小町の開館

市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の参加

市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
の参加

 

【図表 9 歴史・景観まちづくり推進室における事業の推進体制】 
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大学関係では、研究所での調査研究活動を通じ

た藤井准教授をはじめとする東京大学とのネット

ワーク、歴史・景観まちづくり推進室での現況調

査を通じた新潟大学、信州大学とのネットワーク

が挙げられる。 

このネットワークは、専門的な見地だけではく、

市外の人からの、まちに対する客観的な視点によ

る評価を取り入れた点においても貴重なものとな

った。 

 また、地元建築士会からは、現況調査や様々な

場面での連携・協力をいただいたし、高田市街地

で活躍している様々な市民活動団体とは、行政と

いう立場から比較的幅広い団体と関係を持つこと

ができ、地域に根ざした多様な担い手のネットワ

ークを形成することができた。 

 さらには、市外の団体についても、新潟県まち

なみネットワークの設立や、全国町家再生交流会

への参加などを通じて貴重な人的ネットワークを

形成することができた。 

 このように、まちづくりに必要な外部の支援者

とのネットワークを構築できたことは、研究所が

調査研究を専門的に行う機関であり、外部の専門

家などとの調査研究活動を主体的にマネジメント

できる機能を有していたことが大きな要因であっ

たと考えている。 

そして、このような外部の支援者の力と地元の

様々な団体の力を、当市のまちづくりのために結

びつけることができたのも、「地域に根ざしたシン

クタンク」としての機能が発揮されたことによる

ものと考えている。 

 

（４）政策課題に対する時機を得た柔軟な対応 

本事例で特徴的な点の 4つ目は、旧今井染物屋

の保存問題への対応のような突発的な政策課題が

発生した際の柔軟な対応の実現である。 

旧今井染物屋の保存問題は、当市の行政にとっ

ても本テーマに対するとらえ方や、実際の対応方

針を大きく変えるきっかけとなった。 

基本的に歴史的建造物の保存問題は、文化財に

指定されない限りは、個人の財産に関する問題で

あり、行政がかかわりを持つのは難しい。 

当時の当市の行政組織の中には、このような歴

史的建造物の保存と活用について、分野横断的な

視点で積極的な施策を推進していく専門部署はな

かったが、その中にあって研究所は、保存問題へ

の初動対応を行ったことに加え、当市が新たな事

業展開を進めていく上で、新たな組織の役割や事

業内容の企画検討にもかかわりを持ち、一担当部

署的な役割も果たすこととなった。 

事業課ではない研究所は、本来的に、このよう

な個別の保存問題にかかわりを持つような任務を

持っている部署ではないが、今回のような時機を

得た柔軟な対応は、行政の組織内シンクタンクで

なければありえないことではなかっただろうか。 

 

（５）調査研究成果の現場（担当課）への円滑 

かつ効果的な反映 

本事例で特徴的な点の 5つ目は、研究所におけ

る調査研究成果が現場（担当課）へ円滑かつ効果

的な形で反映されたことである。 

通常、研究所での調査研究成果は、報告書の形

式でとりまとめ、担当となる部署へ引き継がれる

こととなる。そして、その後には、組織内シンク

タンクとしての機能を活かし、必要に応じて担当

課のフォローアップを行ったり、場合によっては、

さらなる課題解決のために、新たな視点から調査

研究活動を行うことも可能となっている。                                     

しかしながら、本テーマの場合は、結果として

調査研究に携わった担当者である筆者が、その成

果の受け手となる担当課に異動することになった

初めてのケースとなり、通常の場合よりもさらに

大きな効果を得ることができたと考えている。 

筆者の体験からすると、1 冊の報告書をまとめ

上げる過程で蓄積された情報は、その数倍にも及

ぶものであるし、実際にそのすべてを伝えきるこ

とは極めて困難である。 

担当課からの報告 
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このような点から、本テーマでは、足掛け 3年

の間に蓄積された様々なストックについて、自身

が担当者となったことでそのまま引き継ぐことが

できた。 

特に大きかったのは、研究所時代に培った多く

の人的なネットワークを引き継いだことである。

本調査に当たって共に議論を重ね、現場を歩いた

市民研究員や、歴史的建造物の所有者、先進地ヒ

アリングに行った先のキーパーソン、特別研究員

などとのネットワークは、後の事業展開にとって

大きな財産となった。 

また、歴史・景観まちづくり推進室が、それま

での調査研究で取り扱ってきたテーマそのものを

政策課題としつつ、分野横断的な対応を行う新し

い組織であったという、極めて理想的な条件も重

なった。 

同室は、新しい組織ではありながらスムーズな

事業着手ができたし、研究所で描いた構想につい

て、現場の状況に応じて時点修正を加えたり、目

的に向かって総合的な視点から、様々な取組を相

互に関連付けながらの事業展開も可能にした。 

さらには、個人的なことではあるが、研究所に

おける市民研究員と特別研究員という 2つの制度

を運用した経験は、ワークショップ方式での会議

の運営や調査研究チーム全体での調査研究のマネ

ジメントといった通常の調査研究活動では経験で

きない貴重なＯＪＴの場となり、筆者が後に歴

史・景観まちづくり推進室で、様々な活動を進め

る上で大きく役立った。 

 以上のように研究成果について、現場（担当課）

への円滑かつ効果的な反映ができたことは、組織

内シンクタンクならではの効果であると考えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

冒頭に述べたとおり、高田市街地における歴史

的建造物を活かしたまちづくりの動きは、ここ数

年の間で大きく進展を見せてきたと筆者は考えて

いる。 

このような認識は、担当者であった筆者の主観

的な部分もあるかもしれないが、少なくとも高田

市街地における雁木や町家を活かしたまちづくり

活動にかかわっている市民の数や、それらの活動

の様子が新聞紙上で話題となる頻度は格段に増え

ているのは事実である。 

 このような高田市街地におけるまちづくりは、

現在、新たな段階を迎えているものと筆者は考え

ている。これまでの数年間は、行政による問題提

起と率先実行の取組が、比較的大きな役割を果た

してきたが、現在はそのようなまちづくりの牽引

役がまさに市民に移っているのである。 

 筆者としては、このような状況に一定の達成感

を感じているところであるが、一方では、高田市

街地における空洞化は進行を続けており、根本的

な問題は未だ解決されていない中で、高田市街地

の再生という本来的なテーマは、まさにスタート

ラインに立ったばかりであるとも感じている。 

 さらに言えば、この間の取組は、これまで誰も

が思いつつも、なかなか具体化することができて

いなかった、地域資源としての「歴史的建造物」

の可能性をより具体的な形とすることに力点を置

いて進めてきたものである。現状の姿もある意味、

高田のまちが本来持っている潜在的な力がようや

く目覚めただけのことである。 

 筆者にとってこのテーマは、単なる担当業務の

域を超えて、自身のライフワーク的な存在となっ

ている。今後も引き続き、市民有志の一人として

まちづくりにかかわっていきたい。 

 最後に、この間の取組の中で、共に取組を進め

ていただいた多くの皆さんに対し、この場を借り

て心から感謝申し上げたい。 

4 おわりに 

歴史的建造物の保存と活用に関する調査とその後の展開 
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（ ）内は当時の役職・役割 

 ● 東京大学大学院 

工学系研究科 

藤井 恵介 准教授 

  

 

 

（創造行政研究所特別研究員、歴史的建造物を活か

した高田市街地活性化戦略検討委員会委員長 ほか） 

 

 本来、上越市は町家や寺町、その他の豊かな

財産を多く造ってきたし、現在もそれを保持し

ていて、それを大切にすれば自ずと道が開けて

くるはずだ、と確信していました。 

創造行政研究所のスタッフ、市民研究員、そ

して東京大学のスタッフ・学生と、共同調査や

作業を進めるなかで、目指すべき目標が徐々に

明確になり、それを市民とともに広く共有でき

たことが最大の成果でした。 

大都市型ではない、上越市にとって最善のま

ちづくりを求めて、これからも着実に進まれる

ことを切に期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● あわゆき組 

代表 

  関 由有子 氏 

 

 

 

（創造行政研究所市民研究員、歴史的建造物を活か

した高田市街地活性化戦略検討委員会委員 ほか） 

 

まち（地域コミュニティ）は形と心を持つ大

きな生命体のようなもの。形ばかりでは空しく、

心だけでは流される。性急な評価は禁物です。

しかし、今日までの 7年近く、研究所の体系的

な調査研究をもとにした「目に見える形の施策

実践」という流れが高田の街並みを支え、人々

の気運を盛り上げてきました。 

全市的にはまだ小さな動きに過ぎないので

は？ と自問自答しつつ、ここで足踏みせずに 

次の一歩を進めるために、息の長い協働を願い

ます。 

 

※ 関さんは、この間の活動が評価され、総務

省「頑張る地方応援プログラム」地域人材ネッ

トに登録されました。 

http://www.soumu.go.jp/ganbaru/jinzai 

/index.html 

 

 

 詳しくはこちら 

 

○ 歴史的建造物の保存と活用に関する調査 

（平成 13 年度調査、平成 15 年度調査） 

⇒ 上越市創造行政研究所ホームページ 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/gyosei 

/souzou/index.html 

○ 歴史資源活用推進事業 

⇒ 上越市ホームページ 

（歴史・景観に関するご案内） 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/contents 

/town-planning/rekishi_keikan/index.html 

 

担当課からの報告 

関係者からのコメント 
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上越市第 2次環境基本計画の策定 

 

上越市市民生活部環境企画課  係長 柄澤 幸一 

 

 

 

 

■ 計画策定の経過 

上越市第 1次環境基本計画（以下「第 1次計画」

という。）は、平成 9年度に策定されたものであり、

平成 17年度が目標年次となっていたことから、平

成 15 年度から改訂作業に着手した。 

平成 15年度は、第 1次計画の達成状況の確認作

業を行うとともに、環境基本計画の諮問機関でも

ある環境審議会から計画見直しの方向について提

示を受けるなど、上越市第 2次環境基本計画（以

下「第 2次計画」という。）の策定準備を中心とし

た年であった。 

平成 16、17 年度は、当市におけるこれまでの環

境政策を検証するとともに、第 2次計画で提示す

るプロジェクトの検討を行う環境市民会議や庁内

検討チームを設置するなど、本格的な策定作業に

費やした 2年間であった。 

平成 18、19 年度は、平成 17年 1月の市町村合

併に伴う内容の修正や、庁内、環境審議会等にお

ける計画案の調整を行うなど、計画完成に向けた

最終調整期間となった。 

 

このような経過を経て、平成 15年度から策定作

業に取り組んだ第 2 次計画は、5 年の歳月をかけ

て平成 20年 3月に完成した。 

■ 創造行政研究所との関係 

第 1次計画の策定は外部のコンサルタントに委

託されたものであるが、今回の第 2次計画は、あ

くまでも第 1次計画をベースに改訂することが可

能との考え方もあり、自前で策定することとなった。 

また、市の組織内シンクタンクである創造行政

研究所が、環境分野の調査研究や計画策定などの

実績を持っていたことから、同研究所のアドバイ

スを受けながら作業を行うこととなった。特に、

計画の骨子を検討した平成 16、17 年度の 2 年間

にわたり、多岐にわたる業務支援をいただいた

（図 表 1）。 

 本稿では、この間の策定経過を振り返るととも

に、第 2次計画の策定に当たっての基本的な考え

方や概要を中心にお示ししたい。 
 

第 2 次 環 境 基 本 計 画 冊 子  

【図表 1 上越市第 2次環境基本計画の検討体制】 

 

1 はじめに 

 

担当課からの報告 

環境市民会議環境企画課

環境審議会

創造行政研究所

環境推進会議

計画案
答申

計画案
諮問

意見・
アドバイス

意見・回答

計画案提示
・各種照会

サポート

市民プロジェクト案
提示

基本方針
提示

エコプロジェクト
庁内検討チーム

重点プロジェクト案
提示

政策検討会議

計画案
提示

（チームエコ）

指示
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当市は、これまで様々な環境政策に積極的に取

り組んできたが、第 2次計画の策定に当たっては、

これらの環境政策（特に第 1次計画期間中）の成

果と課題について抜本的な検証を行い、次の段階

につなげていくことが最も基本となる。 

このような検証は、第 1次計画策定後、初めて

のことであり、この計画期間中における環境政策

の総決算とも言える作業となった。 

 

(１) 環境政策の実績からみた評価 

■ 当市における環境政策の経過 

第 1次計画は、上越市環境基本条例（平成 8年

10 月施行）に基づいて平成 10 年 1 月に策定され

た。その翌月には、「ISO14001（環境マネジメント

システム）」の認証取得を全国の市で初めて取得す

るとともに、同年 6月には、市民一人ひとりが地

球市民としての自覚と意識を持ち、地球環境の保

全に努める「地球環境都市宣言」を行うなど、こ

の年は、当市として本格的な環境政策に取り組む

キックオフの年となった。 

 

地 球 環 境 都 市 宣 言 塔  

 

ISO14001 登 録 証  

この宣言を皮切りに、環境問題についての市民

への啓発活動や環境教育が積極的に推進された。

環境情報センターや地球環境学校、市民の森、里

のこどもの国などといった環境学習・自然体験施

設の整備などが例として挙げられる。 

あわせて、環境負荷削減に向けた行政による率

先実行が行われた。風力発電や太陽光発電、雪冷

熱エネルギーなどといった新エネルギー設備の導 

 

入が代表例として挙げられる。 

さらには、環境保全活動を実践しようとする市

民への経済的支援が行われた。太陽光発電や低公

害車、電動自転車、電動生ごみ処理機購入補助な

どが例として挙げられる。 

こうした動きを率先実行またはサポートする環

境系ＮＰＯや市民活動団体の動きが活発化したの

もこの頃である。 

これらの取組によって、地球環境問題が身近な

問題であり、その対策が急務であることの市民の

理解と、日常生活における環境保全の取組の浸透

について一定の成果が得られたものと思われる。 

 

  

  

（左 上 ）環 境 フェア  

（左 下 ）風 力 発 電 施 設 
（右 上 ）くわ ど り市 民 の 森  

（右 下 ）ご み 分 別 の 様 子 

これらの取組は全国的にも評価され、第 7回地

球環境大賞特別賞 優秀地方自治体賞（平成 10年

4月）や毎日新聞・地方自治体奨励賞（平成 11年

3月）、アメニティーあふれるまちづくり優良地方

公共団体表彰（環境庁長官表彰、平成 11年 11 月）

などを受賞した。また、全国から多くの視察者を

受入れることとなった。 

この結果、上越市と言えば環境先進都市である

とのイメージが市内外に浸透してきたとの手ごた

えも感じられるようになってきた。 

2 当市における環境政策の検証 

上越市第 2 次環境基本計画の策定 
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■ 課 題 

しかし、このような意識や活動が抜本的な環境

負荷の削減にまでは至っていないことも事実であ

る。例えば、ごみの排出量について見るならば、

リサイクル率は向上しているものの総量自体は減

少していない。また、市域から排出されるＣＯ2

等の温室効果ガスについては、平成 2年度から 17

年度の15年間で40.8％も増加している（図表2）。 

【図表 2 当市における温室効果ガス排出量の推移 
                  （ＣＯ2換算）】 

0 .1 0 .1 0 .1

1 1 8 .6 1 3 2 .8

4 5 .7

6 2 .1

7 2 .2
3 5 .8

5 8 .4

5 5 .1

1 5 4 .8

1 .8

2 .4

2 .3

0 .0

5 0 .0

1 0 0 .0

1 5 0 .0

2 0 0 .0

2 5 0 .0

3 0 0 .0

1 9 9 0 年 度 2 0 0 0 年 度 2 0 0 5 年 度

（ 万 ｔ- Ｃ Ｏ 2 ）

廃 棄 物 部 門

運 輸 部 門

民 生 部 門

産 業 部 門

エ ネ ル ギ ー 転 換 部 門

2 5 6 万 ｔ- Ｃ Ｏ ２

2 8 5 万 ｔ- Ｃ Ｏ ２

2 0 2 万 ｔ- Ｃ Ｏ ２

 
 

さらに、この間の環境問題は、異常気象などの

形で顕在化してきた地球温暖化問題をはじめ、廃

棄物問題、化学物質汚染、外来生物対策などに見

られるように多様化・深刻化しており、それらに

あわせた法制度の大幅な拡充もあいまって、地方

の環境政策に求められるレベルは高まっているの

が実情である。 

これまでの環境問題に対する取組は、その当時

としては一定の成果があったと言える。しかし、

環境問題が待ったなしの状態となり、例えばＣＯ2

排出量については半分以上の削減が求められる時

代においては、環境問題の事実を伝え、自主的な

取組を喚起するだけでは不十分な状況になってい

る。とは言うものの、例えばＣＯ2を多く排出する

自動車や冷暖房器具は今や生活必需品であり、そ

れらの抑制による抜本的な削減は、住民にとって

苦痛を伴う可能性が高い。 

 

■ 今後の環境政策の方向性 

まずは、日常生活や経済活動において、環境配

慮が“選択肢”の一つとして用意されるよう、地

域社会に働きかけたり、行政が率先して行動して

いく必要があると考えられる。例えば、ごみにな

らない商品を近所の商店で買うことができ、バス

や鉄道などの公共交通機関を日常的に利用できる

ような地域社会をつくることである。 

 
朝 市 （四 ・九 市 ） 市 内 循 環 バ ス  

その上で、生活者や企業の視点に立ち、コミュ

ニケーションを重視した啓発活動を進め、一人で

も多くの市民が自発的に環境負荷の少ないライフ

スタイルへ転換していくことを目指す必要がある。 

 最終的に目指すのは、環境負荷の小さい行動が

社会システムや生活習慣として織り込まれている

状態、すなわち、当たり前の日常生活を営むこと

が、環境負荷の小さい生活になっている状態で

ある。 

環境問題は、国家的・世界的に取り組まねば本

質的な解決につながらないものが多いが、加害者

でもあり被害者でもある住民に最も近い位置にい

る市行政の果たす役割や責任は大きい。そのよう

な中、当市の地球環境都市宣言や ISO14001 の認証

取得も、環境に配慮したまちづくりや行政経営を

行うことを宣言したものであり、第 2次計画はそ

の戦略を示すものとしなければならない。 

 

(２) 計画との関連性からみた評価 

一方、当市のこのような環境政策の流れの中で、

第 1次計画がどのような役割を果たし、どのよう

な課題を残したのか、計画の内容面と運用面の双

方から検証を行った。 

 154.8 

  118.6 1 132.8 

担当課からの報告 
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■ 成 果 

第 1次計画は、当市独自の条例を制定した上で

全国的にもかなり早い時期に策定された。その当

時、公害処理・公衆衛生といった色合いが強い環

境行政から、今日の環境行政へと転換する初動体

制を素早く確立したという点では評価できる。 

また、環境配慮が必要な事業は、ほぼ全て第 1

次計画に搭載されており、その数は 300 を超えて

いる。これにより、全庁的な環境配慮、すなわち

あらゆる施策に環境の視点を入れることができる

点を意識させたことでも評価できる。 

そして、それを具現化し、進化させようとする

仕組みが ISO14001 だったと言うこともできる。 

■ 課 題 

しかし、第 1次計画の体系（目的と手段の関係）

は、必ずしも事業の推進に適したものになってお

らず、施策や事業の重複が多いなど、市の職員に

も分かりにくい状況になっていた点は否めない。 

さらには、数多くの事業が横並びで列挙されて

おり、裏を返せば重要課題や重要施策が提示され

ていないため、どの施策をけん引役として環境行

政を進めてよいのかも分かりにくい状況であった。 

その結果、事業レベルでの取組が主になり、手

段が目的化したり、事業の完了や他の手段への転

換の見極めが難しくなったものもあったと考えら

れる。その反対に、施策としての一体性を認識で

きず、事業間の相互調整が図られないまま推進さ

れたり、廃止されたりしてきた結果、施策として

の継続性が確保されていないものもある。 

また、環境問題の多様化・深刻化、環境法制度

の大幅な変化などによって、求められる事業も増

加し、環境部門はもちろんのこと、バイオマスや

食育、公共交通など環境に寄与する新たな取組が

他部門で実施され始めていたが、環境の視点から

それらを包含し、体系化できる状態にはなかった。 

このように個別の事業はある程度進んでも、全

体としての状況が支離滅裂としたものになってい

たことは否めない。 

このような状態では、事業レベルの進捗管理が

精一杯であり、基本計画全体、環境政策総体とし

ての進捗状況の把握や評価は困難を極めた。この

ことから、進捗管理に活用を予定していた ISO 

14001 との連携が不十分になったとも考えられる。 

 

このように、当市のこれまでの環境政策の経過

に加え、この間の環境問題の多様化・深刻化、そ

して大規模な市町村合併などを考えると、第 1次

計画と比べてコンセプトの抜本的な変更は必須で

あった。 

 あわせて、論理的な計画の策定と徹底した運用

の重要性を再認識する結果となった。 

 

 

 

（１） 第 2次計画のコンセプト 

① 第 2次計画策定に当たっての基本的視点 

第 1次計画および個別施策の検証の結果から、

第 2次計画は次のような基本的視点に配慮して策

定することとした。 

● 社会、経済への環境配慮の織り込み 

 先に述べたように、環境負荷の小さい行動が社

会システムおよび生活習慣として織り込まれてい

る状態を目指す政策を導入する。 

● 市町村合併による効果をいかした政策の導入 

平成 17年 1月の市町村合併によって、流域圏の

大部分をカバーした海・山・大地を有する市域と

なったことから、これまで以上に自然環境の保

全・活用や循環型社会の形成などを意識した内容

とする。 

● 市民、事業者との連携・協働のさらなる推進 

環境施策は市民一人ひとりの取組が重要である。

環境保全活動を主体的に行う市民や市民団体が増

加してきた実態も踏まえ、これまでの啓発活動や

行政の率先行動を中心とした施策からさらに一歩

進めるため、市民の主体的な活動の支援や連携に

重点をおく。 

3 第 2 次環境基本計画の策定 

上越市第 2 次環境基本計画の策定 
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● 環境施策の選択と集中による実効性の向上 

重点的に推進する環境施策を明確化し、それを

けん引役とした実効性の高い環境政策を推進する。 

● 施策体系の再編成 

政策－施策－事業の関係を明確化し、円滑な目

標管理を行うため、第 1次計画で 6分野に分けら

れていた施策体系を、「地球環境」、「自然環境」、

「生活環境」およびそれらの基盤となる「環境学

習」の 4分野に再編する。 

● 市政における環境基本計画の位置付けの明確化 

 本来、環境基本計画とは、単なる環境部門の計

画ではなく、総合計画で示した将来都市像に向け

て行うすべての施策について、環境保全の視点か

ら調整し、整合を図るためのものであり、他の分

野別主要計画とは位置付けを異にするものである。

第 1次計画でもそのように位置付けられていた。

ただし、実際の運用がそこまで至っていなかった

側面もある。 

 第 2次計画では、この位置付けを踏襲しつつ、

すべての施策について環境配慮の可能性を追求す

るとともに、まちづくりに寄与する環境政策を推

進していくことを目指す（図 表 3）。 

これは地球環境都市・上越として取り組む内容

にほかならず、ISO14001 による進捗管理も、この

計画に基づいて行われるべきものとする。 

 

② 第 2次計画の基本構成（施策の体系） 

第 2次計画の基本構成は、環境分野の政策－施

策－事業の関係を体系化した従来型の分野別アプ

ローチと、新たに設けた分野横断的アプローチの

2つによって定めることとした（図 表 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その上で、以下の新たな項目を導入することと

した。 

● 重点プロジェクトの設定 

環境の視点を各行政分野に取り入れ、分野を横

断して効果的に環境改善を進めるとともに、重点

的に推進する施策を明確化するため、「重点プロジ

ェクト」を分野横断的アプローチの一環として設

定した。 

● 市民プロジェクトの設定 

市民・事業者・行政が連携・協働して環境政策

を推進するため、「市民プロジェクト」を分野別ア

プローチにおける重点取組として設定した。 

 

(２) プロジェクトの概要 

① 庁内検討チームによる重点プロジェクトの

検討 

■ 庁内検討チーム設置の経緯 

環境基本計画に分野横断的なまちづくりの視

点を導入すべく、重点プロジェクトの策定を行う

ため、平成 17年 11 月に庁内若手職員 19 人からな

るエコプロジェクト庁内検討チーム（通称：チー

ムエコ）を設置した。 

【図表 3 環境基本計画の位置付け】 

 第 3次環境基本計画（国） 

新潟県環境基本計画 

上越市第 2 次環境基本計画 

上越市第 5次総合計画 

（改定版） 

上越市各種個別計画  

出 所 ）上 越 市 第 2 次 環 境 基 本 計 画  

 事業レベル 施策レベル 
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（市民プロジェクト） 

ウ 環境配慮指針 

市民プロジェクト実施

計画掲載事業 

 

ア 重点プロジェクト 

イ 環境マネジメントシステム 

第２次環境基本計画実

施計画掲載事業 

重点プロジェクト実

施計画掲載事業 
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【図表 4  2 つのアプローチによる施策の形成】 
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 全庁的に若手職員からの参画を求めた理由は、

単に事業を分野横断的に並べるのではなく、本当

の意味で一体化する必要があると考えたからであ

る。通常の会議形式で各部門からの事業を持ち寄

り、それを並べるだけでは、一つのプロジェクト

として完成しない。検討メンバー全員が上越市全

体のまちづくりをどうするかという視点に立ち、

その中でそれぞれの得意分野から情報を持ち寄り、

セクショナリズムにとらわれず自由な発想で議論

し、一つにまとめ上げることによって、初めて完

成に至るものと考えた結果である。 

■ 重点プロジェクトの概要 

 重点プロジェクトの検討に当たっては、まちづ

くりの推進と環境負荷の削減が両立する施策をイ

メージした（図 表 5）。 

 

 平成 18年 3月までの任期期間中、全体会議のほ

かに、水、食、里地里山、交通、学習の 5分野に

分かれて行ったグループ別の検討を経て、10の重

点プロジェクト案が提示された。最終的なとりま

とめは当課で行うこととなったが、重点プロジェ

クトとして形になったものはすべて、メンバーか

らの提案内容をベースとした（図 表 6）。 

② 環境市民会議による市民プロジェクトの検討 

第 1次計画は、行政側から計画案を提示し、市

民委員に確認いただく方法によって策定した。第

2 次計画の策定に当たっては、計画案が白紙の段

階からの市民参画を推進するため、平成 16 年 10

月、計画内容に関する意見聴取と市民プロジェク

トの検討を目的とした環境市民会議を設置した。 

同会議には、公募等による 54 人の市民から集ま

っていただいた。その後、平成 18 年度までの 3

か年にわたり、計 19回の全体会議と、地球環境、

自然環境、生活環境の 3分野に分かれて行ったグ

ループ別の検討を経て、6 つの市民プロジェクト

案が提示された（図 表 7）。 

 

 

 

 

【図表 5 重点プロジェクトの検討イメージ】 

　・「環境」をテーマにした地域活性化

　・「環境」からの恵みや危険信号を
　　　感じ取ることのできるまちづくり

・公害対策、環境保全から
　　持続可能なまちづくりの追求へ
（対症療法から
　　ライフスタイルを考慮した原因療法へ）
・想定を超える環境問題・自然災害に対応できる
　　リスクマネジメントの必要性
・全国一律の国政から
　　総合的なまちづくりを進める自治体支援へ

・市町村合併により多様化した
　　自然環境（海・山・大地）の活用
・都市間競争の時代に対応できる
　　"都市ブランド"づくり
・環境基本計画・行動計画の改定にあわせた
　　環境政策の基本方針の確立
・地球環境都市としての戦略の必要性

環　境

◆新エネルギーの力を活用した
　防災拠点の整備
◆棚田・森林などの”天然の要塞”
　を整備する緑の公共事業

◆利用しやすい公共交通機関の整備
◆市街地の拡散を見直す
　コンパクトなまちづくりの推進
◆長期的視点から環境負荷を与えうる開発を
　コントロールする戦略的環境アセスメント

◆環境負荷の少ない製品・サービス
　の地域内循環を促進する
　エコマネーの導入
◆生ごみリサイクルを兼ねた
　ｺﾐｭﾆﾃｨ農園やｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ、
「上越版ダッシュ村」の整備

◆多くの体験交流施設等を活用した
　生涯学習
◆エコレンジャー・サイエンス
　プロデューサーによる環境教育
◆キャラクターや斬新なPR手法を
　用いた意識啓発活動

◆バイオマスを生産する農林エリアと
　それを活用する環境産業エリアの整備
◆田舎体験事業等をベースとした
　エコ・ツーリズム
◆「環境まちづくり」をセールス
　ポイントとする産業・視察観光

海に山に大地に
（環境の）なりわいと文化あふれる共生都市・上越

※　「健康福祉」「産業・観光」などの分野は例示であり、
　　　これらに限定しない

都市整 備

　コミュニ
ティ

安 全・安 心

健康福 祉

産 業・観 光

学 習・教 育

全国的な環境政策の動向・課題 上越市の動向・課題

◆はエコプロジェクトの例

環境施策と他分野の施策を融合した
「エコプロジェクト」の検討

構造的に環境負荷の少ない地域社会の実現
　　地域活性化に取組むことが、結果として環境負荷の少ない
　　地域社会の実現に
　　　　　　　　　⇔　環境政策の推進が地域活性化に寄与

これまでの環境施策は、環境負荷の
削減を呼びかける意識啓発と自主的
取組みの推進が中心

転換期にある環境政策

◆森林セラピーや園芸療法の促進による
　健康シティの実現
◆脱マイカー運動の推進による
　健康づくり運動

環境まちづくりの推進

目　標

 

出 所 ）上 越 市 創 造 行 政 研 究 所  

  

エ コプ ロ ジ ェクト庁 内 検 討 チ ー ム 

   

環 境 市 民 会 議 

上越市第 2 次環境基本計画の策定 
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【図表 6 重点プロジェクトの概要】  

 

● 　 利 雪 ・ 親 雪 に よ る 雪 国 文 化
  ル ネ サ ン ス

● 　 流 域 圏 内 交 流 と 親 水 に よ る

  一 体 感 の 醸 成

上越市の発展を支えてきた水や雪に親近
感を持てるしかけづくりによって、水や
雪によって育まれる地域文化を復興し、
ひいては地元への愛着や交流人口の拡大
を目指します。

水 と 雪 に 親 し む
ま ち づ く り
【生 活 文 化 × 環 境 】

 

● 　 農 業 の 6 次 産 業 化

● 　 食 育 に よ る 健 康 増 進 と 環 境 教 育

上越市が生み出す食の地産地消や高付加
価値化、食品廃棄物のリサイクル等によ
って、農業・観光振興や健康増進に寄与
しつつ、環境負荷の低減や自然環境保全
を推進します。

農 と 食 に 親 し む
ま ち づ く り
【食 料 ・農 業 × 環 境 】

Ⅱ

 

● 　 自 然 環 境 を 活 か し た 交 流 ・
  定 住 促 進

上越市の恵まれた自然環境に光をあてる
グリーン・ツーリズムや田舎暮らしの推
進によって、交流や定住促進に寄与しつ
つ、自然環境保全を推進します。

自 然 環 境 に 親 し む
ま ち づ く り
 【交 流 ・定 住 促 進 × 環 境 】

Ⅲ

 

● 　 歩 き の ス ス メ と 中 心 市 街 地
  活 性 化

● 　 公 共 交 通 活 性 化 と コ ン パ ク ト な

  ま ち づ く り

自家用車が中心となっている上越市にお
いて、歩く人たちや公共交通の利用者が
増えるようなまちづくりを進めることに
よって、健康増進やにぎわいのある生活
環境づくりとともに、ＣＯ２の削減を目
指します。

 

● 　 こ ど も を 中 心 と し た 波 及 効 果 の
  高 い 環 境 共 育

● 　 ラ イ フ ス タ イ ル 提 案 型 の 環 境 啓 発

● 　 生 涯 学 習 の 推 進 に よ る

  環 境 ま ち づ く り の 担 い 手 育 成

上越市の発展を支えてきた水や雪に親近
感を持てるしかけづくりによって、水や
雪によって育まれる地域文化を復興し、
ひいては地元への愛着や交流人口の拡大
を目指します。

学 び の 豊 か な
ま ち づ く り
【学 び（教 育 ）× 環 境 】

Ⅴ

分 　 野 概 　 要 プロジ ェクト

Ⅰ

Ⅳ
人 の 動 き と に ぎ わ い を
生 み 出 す ま ち づ く り
 【中 心 市 街 地 活 性 化 等 × 環 境 】

 

【図表 7 市民プロジェクトの概要】 

【地球環境】 

① エコライフプロジェクト 

家電の使用方法の見直しによる省エネを中心に、家庭内で取り組めるエコライフで地球温暖化防止 

に取り組みます。［取組例］エコライフ主要取組の調査、エコライフ 10 箇条の作成、出前講座の実施 

② エコドライブプロジェクト 

生活に密着している自動車の使用方法を変えること、健康的でゆっくりとした活動から地球温暖化 
防止に取り組みます。［取組例］エコドライブゾーンの調査･指定、自転車利用拡大、ノーカーデーの拡大 

【自然環境】 

③ 豊かな清流蘇らせ隊プロジェクト 

  川は身近で貴重な自然体験の場です。川をきれいにし、子どもと川遊びができる川に戻します。 
［取組例］身近な川での河川愛護活動、川サミットの開催、遊べる川をまとめた川マップの作成  

④ きれいな水保全プロジェクト 

水は循環しているということを念頭に置き、身近なところから始めることで、上越市の「水環境」 

を守っていきます。［取組例］「水の地図」の作成、「上越市の水を守る手引き」の作成  

【生活環境】 

⑤ ごみゼロプロジェクト 

もったいない精神を上越市全体に広げ、循環型社会になるよう取り組みます。 
［取組例］エコクッキングの推進、布おむつの推進、デポジットまたはマイカップ自販機の推進  

⑥ 不法投棄防止プロジェクト 

 不法投棄を無くし、私たちのまちの美しい自然を守るため、足元からの取組を進めます。 
［取組例］不法投棄実態の周知（マップ作成）、不法投棄防止ポスター・標語募集、環境パトロール 
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創造行政研究所による本格的な支援は平成 17

年度をもって終了し、それ以降は当課の職員のみ

による策定作業を行った。 

主な作業は、庁内検討チームから提示を受けた

重点プロジェクト案や、市民会議から提示を受け

た市民プロジェクト案を含めた計画原案をとりま

とめ、庁内における調整作業や環境審議会での検

討を進めることであった。 

 

(１) 上越市第 5次総合計画(改定版)との調整 

第 2次計画は、総合計画との整合を図るよう策

定した。上越市第 5次総合計画（改定版）の策定

作業が同時並行で進んでいたため、分野別計画の

みならず、将来都市像や重点プロジェクトの設定

などについても連絡調整を十分に行った。 

とりわけ、重点プロジェクトについては、総合

計画の重点プロジェクトとの関連性を意識し、市

全体として効率的・効果的な政策となるよう留意

した（図 表 8）。 

 

これについては、平成 18 年度以降、創造行政研

究所が上越市第 5次総合計画（改定版）の策定作

業に参画したことで、総合計画で示された重点プ

ロジェクトが環境基本計画の重点プロジェクトと

基本的なコンセプトを同じくし、両プロジェクト

の対応関係についても考慮されていたことが、庁

内の調整が円滑に進んだ一つの要因でもあったと

考えている。 

このことによって、総合計画を環境の視点から

補完する本来の意味での環境基本計画が完成し、

本計画が市のまちづくりを推進し、市のまちづく

りが環境政策を推進する相乗効果が発揮されるも

のと考えている。 

 

(２) 各種会議での審議 

① 環境推進会議 

環境推進会議は、環境基本計画を検討する庁内

組織として第 1次計画策定時に設置されたもので

あり、現在、各区総合事務所長や各部主管課長、

環境分野に関係の深い課長から構成されている。

今回の策定作業においては、計画実施段階の課題

を中心に検討した。 

② 政策検討会議 

市の重要政策を検討する会議であり、副市長お

よび各部長などから構成される。第 2次計画を分

野横断的で総合的な計画として位置付けるために

は必要不可欠な審議であったと考えている。 

③ 環境審議会 

 環境基本計画に関する諮問機関であり、市民、

ＮＰＯ、関係機関、有識者など計 30名から構成さ

れる。第 2次計画を市民・事業者・行政がともに

進めるための審議をしていただいた。 

 

これらの調整・審議を経た後、パブリックコメ

ント等を経て、平成 20年 3月に第 2次計画が完成

した。 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 8 上越市第 5次総合計画（改定版）との関係】
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(１) 計画の推進に向けて 

今後、第 2次計画のコンセプトである重点プロ

ジェクトと、重点取組である市民プロジェクトの

具体的な実施、並びに基本目標達成に向けた実行

計画を作成する必要がある。 

■ 市民プロジェクトの推進 

平成 20年 7月から、市民プロジェクトを推進す

る組織の活動が開始された。すでに 2回の会合を

開催し、徐々に動き始めている。 

第 2次計画策定中を振り返ると、市民会議を毎

月開催していたこともあり、担当職員は、常に前

回会議の記録・対応と次回会議の準備に忙殺され

る状況にあった。そのような中で、当日の会議を

滞りなく進行することに腐心した結果、本来の目

的である実効性の高い計画づくりに必要な行政側

からの情報提供や意思表示が十分でなかったこと

も否定できない。 

今後の活動においては、市民と行政がコミュニ

ケーションを密にし、お互いを高めあう関係を構

築していかなければならない。そのとき、市の職

員には、環境分野とマネジメントの観点からプロ

としての役割がこれまで以上に問われてくるもの

と考えている。 

 

 

市 民 プ ロ ジ ェクト会 議  

 

 

■ 重点プロジェクト等の推進 

庁内においては、重点プロジェクトは前述した

とおり上越市第 5次総合計画（改定版）の重点プ

ロジェクトとの整合を図っており、今後も引き続

き総合計画の実現という面からの取組にもなる。 

さらに、第 2次計画の分野別アプローチを実現

するため、実行計画を策定する必要がある。分野

別アプローチによる基本目標には、それぞれ数値

目標が含まれており、その目標達成に向けて、効

率的・効果的な施策を構築していきたい。 

■ 徹底した計画運用の重要性 

これまでの業務や計画策定における煩雑さは、

計画的・体系的な業務の推進が徹底できていなか

ったことが一つの大きな要因と考えている。本計

画が完成したことによって、計画側の要因は概ね

解消できたと考えており、残る課題は本計画の運

用の徹底である。このことは、今後ますます要請

される効率的・効果的な事業実施のためにも、不

可欠なものと考えている。 

すなわち、本計画の完成は、当市の新たな環境

政策に向けたスタートラインにようやく立ったこ

とを意味する。特に、計画運用の初期段階におい

ては、計画策定のコンセプトをもふまえた運用を

行い、その過程において計画を微調整しながら育

て上げ、軌道に乗せていくことによって、計画に

基づく事業実施を推進することが重要となる。 

 そういった意味では、筆者が策定作業の完了と

ともに他の部署へ異動することなく、継続して計

画に携われることには深く感謝している。 

 

(２) 計画策定を振り返って 

■ 計画づくりはひとづくり 

 市民会議の運営、庁内検討チームの運営、施策

の検証などを含めた総合的な計画づくりは、初め

ての経験であった。 

したがって、傍から見れば、効率が悪く随分遠

回りをしているように見えたであろう。とりわけ、

上司はもどかしく感じたと思われるが、ぐっと 

5 今後の展望 
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我慢していただいたことに感謝する。 

しかし、新たな取組は人を成長させる。上越市

第 5次総合計画（改定版）は人に重きを置いた計

画であるが、今回の策定作業を通じて、これに関

わった市民、市の職員など多くの方の成長につな

がったことと思う。 

折しも、この 4月には自治基本条例が策定され

た。その中では市民主体の市政運営を行うことが

明らかにされているが、計画策定に携わった環境

市民会議の委員は、身をもってそのことを感じて

おられることと思う。また、市の職員は市民参画

の基礎となる市民との情報共有の難しさを十分に

理解した。 

市民と市の職員のこの経験が、きっと今後の第

2 次計画の計画的な施策実施の下支えになるもの

と確信している。そして、今後、自治基本条例を

もって発展を描く当市にとっても大きな力になる

ものと自負している。 

■ 環境モデル都市への応募 

今年 5月、国が公募を行った「環境モデル都市」

に対し、この第 2次計画をもとに応募した。残念

ながら採択には至らなかったものの、国が考えて

いた低炭素社会づくりや統合アプローチの考え方

は、本計画の重点プロジェクトの考え方そのもの

であり、国に先駆けて時代にあった形がつくれた

ものと自負している。今後、施策を展開していく

ことを楽しみにし、着実に計画を進めていきたい。 

 

――――― 

環境企画課の担当が毎年変わる中、創造行政研

究所からは、継続的に支援・アドバイスをしてい

ただいたことに感謝したい。 

第 2次計画のコンセプトや構成は、研究所との

話し合いをもとに生まれたものである。時として

研究所からの指摘事項が多く、進捗を阻まれ、も

どかしく感じたこともあった。しかし、計画が完

成して振り返れば、そのとき無駄とも思えた一つ

一つの作業が、実は、計画をより確実に機能させ

るために不可欠なものであったことを理解した。 

また、策定作業に携わった職員各位、とりわけ

チームエコのメンバーには、本来業務を抱えなが

ら昼夜を問わず検討いただいたことに、深く感謝

する。短期間の間に重点プロジェクトの基礎を築

いていただいたことは、今後の重点プロジェクト

の実施においても必ず良い結果をもたらすものと

考えている。 

最後になるが、環境審議会の大悟法会長をはじ

め委員の方々、環境市民会議委員の方々には、長

期間にわたり熱心にご検討いただいたことに深く

感謝する。 

 

  

 

 詳しくはこちら 

 

○ 上越市第 2次環境基本計画 

（概要版・本編・プロジェクト集） 

 ⇒ 上越市ホームページ（環境・ごみ） 

http://www.city.joetsu.niigata.jp 

/contents/environment/ 
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（ ）内は当時の役職・役割 

● 上越市  

企画・地域振興部 

中郷区総合事務所 

加藤 英樹 主任 

（庁内検討チーム 

メンバー） 

 

チームエコ（庁内検討チーム）は職務を遂行

していく上で糧になりました。 

常日頃から、大局的な視点や幾つもの切り口

で物事を考えなければならないこと、財政が逼

迫する中で、近視眼的に 1 つの課題解決のため

に血税を使うのではなく、他の業務との一石二

鳥以上の展開を図り税金を使うこと、環境分野

と他の分野はどこかでつながっていることなど、

多くを実感しました。環境に配慮した交通手段、

公共交通を使えば歩く、歩くと健康、健康にな

れば医療費削減など、「風が吹けば桶屋が儲か

る」とはよく言ったものです。また、戦略を立

てる難しさを知りました。戦術の順番を間違え

ると目指すべき方向や獲得できる成果が違って

しまうからです。 

子や孫の世代に続く環境を守るために、大量

生産・大量消費で経済成長を遂げたわが国を低

炭素社会へと導くライフスタイルを、今こそ提

案する必要があると考えます。 

例えば、マイカー社会が訪れる前は、まちな

みを眺めたりにぎわいを感じながら人は移動し、

楽しんでいました。今は移動の効率性を追及し

まちが郊外化し、そのことで失ったものも多い

のではないでしょうか。公共交通の活性化を含

め、まちが身近に感じられる持続可能な地域づ

くり戦略をもっと探求しなければならないと思

います。 

 

 

 

 

● 創造行政研究所より 

 

今回の計画づくりに当たっては、研究所の過

去の活動実績が大いに役立ちました。一つは、

かつての調査研究・事業支援などで、ごみや新

エネルギーをはじめ様々な環境部局の業務に

かかわらせていただいたこと、もう一つは、平

成 13、14 年度に研究所が実施した職員研修事

業 ※ です。 

環境政策の検証や環境基本計画に取り入れ

てもらった重点プロジェクトの考え方などは、

これらの経験や報告書が原点となっています。

当時は若手職員の斬新な考え方程度に受け止

められていたかもしれませんが、それが今や常

識となりつつある時代の流れを感じました。 

 一方、チームエコメンバーには、短期間の中

で頑張っていただいたことに深く感謝します。

その後、時間を要しましたが、皆さんの検討成

果は、環境企画課の業務を通じて環境基本計画

の策定に、研究所の業務を通じて総合計画（特

に「まちづくり重点戦略」）の策定に反映する

ことができました。 

この間、共に議論した方々の頑張りが、今で

もはっきりと思い出され、そのことが良い計画

を作りたいという思いにもつながりました。そ

れだけに、環境部局の方々にはあれこれ申し上

げることとなりご迷惑をおかけしたと思いま

すが、今回の事業支援が、少しでも市の環境部

局や環境政策に対する恩返しになっていれば

幸いです。 

（主任 内海 巌） 

 

※ 平成 13 年度 2010 年デザイン委員会 

  平成 14 年度 地域の未来を担う人材育成事業 

（上越地方振興促進協議会と共催） 
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